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はじめにはじめにはじめにはじめに    

2019 年 10 月 1日より消費税率が 10％に引き上げ

られ、同時に、軽減税率やキャッシュレス決済によ

るポイント還元等の新しい制度も導入されています。 

2023年10月1日からは複数税率に対応して適格請

求書等保存方式(以下、インボイス制度)が導入され

ることになっています。 

そこで今回はインボイス制度の概要について記載

します。 

 

1.1.1.1.課税事業者課税事業者課税事業者課税事業者・免税事業者・免税事業者・免税事業者・免税事業者    

消費税の納税額は預かった消費税から支払った消

費税を差し引くことで計算されます。この支払った

消費税を差し引くことを「仕入税額控除」と言いま

す。 

基準期間(2 期前)の課税売上高が 1千万円を超え

ている等、一定の要件を満たす事業者は「課税事業

者」に該当し、消費税を申告納付する必要がありま

す。 

一方、一定の要件を満たさない事業者は「免税事

業者」となり、消費税の申告納付は不要となります。 

 

2.2.2.2.インボイス制度インボイス制度インボイス制度インボイス制度導入導入導入導入による影響による影響による影響による影響    

現行は相手先が発行した請求書等を保存し、それ

を帳簿に記載することで仕入税額控除を行うことが

認められています。したがって、課税事業者が免税

事業者に対して支払った消費税についても仕入税額

控除が可能です。 

一方、インボイス制度導入後は、仕入税額控除が

できるのは「課税事業者」のみが発行できる請求書

に記載された消費税が対象となり、免税事業者に支

払った消費税は控除できなくなります。 

その結果、消費税の観点からは、同様の取引を行

う場合には仕入税額控除が可能な課税事業者との取

引を選択することになる可能性があります。 

なお、経過措置としてインボイス制度導入後も一

定期間は免税事業者からの仕入について一部税額控

除が認められることになっています。 

【経過措置の取り扱い】 

期間 控除割合 

2023 年 10 月 1 日～2026 年 9 月 30 日まで 80% 

2026 年 10 月 1 日～2029 年 9 月 30 日まで 50% 

 

    3333....手続き手続き手続き手続き    

            インボイス制度導入後は、税務署長に申請をして

登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事 

業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税 

額控除の要件となります。適格請求書発行事業者と 

なるための登録申請書は 2021 年 10 月 1日から提出

が可能です。インボイス制度導入時である 2023 年 10 

月 1 日から登録を受けるためには、原則として 2023

年 3月31日までに登録申請書を提出する必要があり

ます。 

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受け

るためには、所定の届出書を提出し課税事業者とな

る必要がありますが、経過措置として一定の期間中

に登録を受けた場合には登録日から自動的に課税事

業者となります。 

     

4444....    適格請求書の記載事項適格請求書の記載事項適格請求書の記載事項適格請求書の記載事項    

適格請求書には以下の項目の記載が必要です。 

(出典：国税庁) 

①適格請求書発行事業者の氏名・名称及び登録番号 

②取引年月日 

③取引内容(軽減税率の対象品目の場合はその旨) 

④税率毎の合計額(税抜又は税込)及び適用税率 

⑤消費税額等(端数処置は一請求書当たり、税率毎) 

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

 なお、3万円未満の公共交通機関等、適格請求書の発

行が困難な取引については交付義務が免除されます。 

 

 おおおおわりにわりにわりにわりに    

    インボイス制度は課税事業者、免税事業者のどち

らにも影響があります。導入まではまだ時間があり

ますので、ご自身(自社)への影響を見極め、準備を

することが必要です。        (担当：長澤) 
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